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〔開会 午前 １０時２０分〕 

 

◎ 開会・議長挨拶 

○議長（大久保建一君） 皆様ご苦労様です。議長挨拶とありますが、先ほど臨時会の時に報告し

たとおりですね、先日名古屋から服部しんのすけ議員っていう方が八雲町に来ていただきました。 

その際、私と副議長が対応したんですけど、一緒に皆様の机上にあるとおり、きよめパン。これ

は、きよめ餅っていうものを熱田神宮のすぐそばで作っている業者だと思うんですけれども、何か

ご利益があるようなものだと思いますので。 

今回来ていただいたのは何かというと、今後八雲町のもち米を使えないかだとか、あと、サーモ

ンをスモークサーモンにして輸出している業者なんかの方も一緒に来てくれて、なんとか八雲とご

縁をつないで、八雲のものを使って世界に発信していけないかという業者さんも一緒に来てくれま

した。 

我々としましては、昨年の２月、視察の時に名古屋の市議と交流をしたんですけれども、これか

らもそういう機会が名古屋だけじゃなく、小牧の議員でもあると思いますので、そういう際には、

八雲の産品を紹介するという意味もありますので、積極的に参加していただきたいと思います。 

 

【住民サービス課職員入室】 

 

◎ 報告事項 

○議長（大久保建一君） それでは、報告事項に入ります。 

まずは、追加のほう。職員による不祥事についてということで、説明をお願いいたします。 

○町長（萬谷俊美君） 議長、町長。 

○議長（大久保建一君） 町長。 

○町長（萬谷俊美君） このたび、職員によるあってはならない不祥事、公金の横領と不適切な事

務処理が発生いたしました。町民の貴重な公金を取り扱う行政として、また、法令を順守する立場

として、決して許されるものではなく、極めて重く受け止めております。行為そのものは、当該職

員によるものではありますが、管理、監督体制が不十分でなかったことについては、組織の長であ

ります私の責任であり、弁明の余地はございません。 

町政に対する信頼を大きく損なう事態を招き、町民の皆様、そして議員各位に対し、町長として、

深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

事実関係の調査が終了し、全容が判明しましたので、その後、担当課長よりご報告しますので、

よろしくお願いいたします。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） それでは、私のほうから職員による不祥事についてご説明い

たします。 

１枚目をお願いいたします。 
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最初に、保育負担金の算定によるものについて、ご報告いたします。住民サービス課所管のくま

いし保育園の利用保護者に対しての保育負担金等の算定業務において、不適切な事務処理により、

利用保護者７名分の保育料などの算定漏れが判明いたしました。 

昨年９月に住民生活課児童係において、後期の保険料等の算定業務を行っていた際に、くまいし

保育園に関わる保育料および副食費の決定通知書が発行されていないことが判明し、住民サービス

課環境生活係担当職員へ確認したところ、未送付の状態になることが確認されました。 

住民生活課児童係が担当職員に代わり、作成した未送付分の決定通知書および納付書を対象世帯

へ個別に訪問のうえ、通知が遅れたお詫びと納入のお願いをし、今後納入していただくことで了承

をいただきました。算定漏れの保育負担金等は、記載のとおりであります。すでに一部納入してい

ただいております。 

今後は、新規申し込みや問い合わせなど、保育所にかかる申請業務等は、住民生活課児童係へ業

務を集約し、住民サービス課では、申請書類等の受け付けのみとし、再発防止に努めてまいります。 

次に、職員による横領について報告させていただきます。２枚目をご覧ください。 

先ほどと同じ職員によるものですが、住民サービス課環境生活係で事務局を担当している民生委

員協議会第５ブロックおよび熊石遺族会の通帳から現金を引き出し、また、民生委員協議会第５ブ

ロック活動費および各町内会から預かっていた日本赤十字社社資について横領したものであります。 

横領が発覚したのは、令和８年１月６日に人事異動の内示があり、新しい担当者が来た場合、自

身が行った過去の横領について隠し通せないと思い、翌７日に私と課長補佐および地域振興課長へ

横領の事実を告白してきました。 

その後、１月７日から 13 日まで本人の告白をもとに当該職員が担当していた団体の通帳と関係

書類等の結合を行い、使途不明金を把握しました。横領した目的は、銀行や消費者金融からの借入

金の返済のためで、その使途は競馬などの遊興費であります。横領した金額は記載のとおりであり、

一部返済もありますが、合計 80万 3,512円に上り、本人もその額を認め、すでに全額返金しており

ます。 

横領した職員は、住民サービス課環境生活係主査であります。通帳、印鑑の保管についてですけ

れども、通帳は住民サービス課の書棚に保管し、印鑑は私の鍵付き机で保管しておりましたが、通

帳からの引き出しの際に、支出調書や請求書などのチェックはしておりませんでした。 

再発防止の取り組みについては、町が事務局を預かる各種団体の会計処理を行う際には、通帳、

支払い、調書、請求書、出納帳など関係書類などを複数人でチェックする体制を構築することとい

たします。 

このたびは、不適切な事務処理と横領について、町行政に対する町民皆様の信頼を失墜する、極

めて深刻な事態と受け止めております。このような不祥事を起こさないように、チェック体制の強

化に努め、信頼回復に努めてまいります。 

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。 

○議長（大久保建一君） それでは、ただいまの報告事項について質疑を受け付けますけれども、

論点整理のために一つ一つ行きたいと思いますので、まず、保育負担金の算定漏れについて質疑あ

る方、挙手をお願いいたします。 

○議員（赤井睦美君） はい。 

○議長（大久保建一君） 赤井議員。 
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○議員（赤井睦美君） これだけのお金をいっぺんに払うということは、非常に家庭にとって、な

んか重たいと思うんですけど、分割でオッケーなんですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 各個別に家庭に訪問してお願いした際には、額も本当に大き

い家庭もありますので、それは今後相談しながら、一気に払ってくれという話ではなくて、毎月少

しずつでも、ということで。 

今、２歳児までは保育料がかかるんですけれども、３歳児以降になると、食事負担だけになって

金額もぐっと安くなりますので、そのへんもお話しながら、そうなっても保育料も合わせて払って

もらうような計画で保護者のほうに話しております。 

○議長（大久保建一君） 他、この算定漏れについてございますか。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） これは、全員のものを算定し忘れたんじゃなくて、部分的なんでしょ。何

でそんなミスになっちゃうんだろうっていうのは、わからないんだけど。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 保育料の算定ですけれども、基本的に住民生活課の児童係が

行う、八雲地域の部分の保育所の部分は児童係が行っているんですけども、くまいし保育園の部分

は、児童係と連携しながら熊石の総合支所のほうで整理しているといいますか、算定している状況

です。 

○議員（三澤公雄君） じゃあ、このくまいし保育園、これ全員の分ということ。違うんでしょ。

全員じゃなくて部分的なこの２件、ご家庭の２件とか１件分なの。 

○議長（大久保建一君） 熊石の中でも一部なんじゃないかという意味でしょ。三澤君の質問。 

○議員（三澤公雄君） だから、なぜそんな算定。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） すみません。熊石に 11名で子供がいるんですけれども、その

うちの７名分の算定が漏れてたといいますか、システムにも入力されていなかったものですから、

児童係のほうでも把握しきれてなかったっていう部分もあります。 

なので、保育料がかかる人とかからない人。所得に応じてでありますし、食事負担部分も所得に

応じてかかる世帯とかからない世帯がありますので、11名分なんですけれども、７名分の保育料が

食事負担というのが算定されていなかったというものです。 

○議長（大久保建一君） かかる人全員分がということですね。 

○住民サービス課長（北川正敏君） そうです。 

○議員（三澤公雄君） そういうことね。かかる人全員分をやらなかったってこと。 

じゃあ、そもそも仕事を把握してなかったってことでしょ。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 
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○住民サービス課長（北川正敏君） おっしゃるとおりで担当者に任せっきりで、私のほうで全て

把握していなかったというのは謝罪するしかないと言いますか、申し訳ありませんでした。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（大久保建一君） よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

○議長（大久保建一君） なければ次、職員による横領について、質疑を認めます。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○議長（大久保建一君） 牧野議員。 

○議員（牧野 仁君） 本当に残念だったんですけど、この人は住民サービス課に勤務して何年ぐ

らい経つんですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 平成 26年に着任して、10年近く。 

○議員（牧野 仁君） 最後の６番の再発防止について取り組みなんですけれども、出納帳が一番

大事なところなんですけども、総合支所では誰が一番責任者の担当になってるんですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 改革団体が各課でそれぞれあると思うんですけれども、この

団体の場合の最後の事務局長といいますか、というのは私がやっておりまして、おっしゃるとおり、

最後きちんと私がチェックしてやっていればよかったんですけれども甘かったといいますか、慣れ

てる職員だし、間違いないというふうに思って甘くしてたというところが原因の一因かというふう

に。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○議長（大久保建一君） 牧野議員。 

○議員（牧野 仁君） 今課長のそこが一番の原因だと思います。そこはやはり複数というよりは、

最高責任者が最終チェックする体制を構築していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 再発防止の関係ですけれども、過去令和５年にも同じように横領という

のがございまして、当該職員は懲戒免職相当ということで対象となりました。 

その時も、要は今まで職員に任せていた事務処理を印鑑は課長が持ちましょう。それから、通帳

は担当職員が持ちましょう。そこで、お互いチェックをしながらやりましょうということで進んで

きたわけですけれども、今住民サービス課長から話があったように、その帳簿書類等の確認作業を

怠っていたということが分かりました。 

当時令和５年にも各課にどういった外郭団体の通帳を管理しているかということを調査しました

が、これを改めてもう一度調査して、牧野議員が今おっしゃられたように、チェック体制というの

をどうしていくか、基本複数チェックするというのは当たり前の話だと思いますし、証拠書類も確

認しながら、帳簿も確認してからというのは、当たり前のことなんですけれどもそのやり方も含め
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て職員に周知しないと、また、同じような部署によって差が生まれると思いますので、そのへんは

改めて徹底させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大久保建一君） 他、ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（大久保建一君） では、ちょっと私から。 

この横領の３団体ありますよね。日本赤十字社は、令和７年度内の話なんですけど、遺族会だと

か民生委員協議会とかっていうのは複数年度にわたるものなんですけど、これは各団体には監査っ

てないんですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 各団体、監査はおいているんですけども、活動がほとんど行

われていなかったものですから、書類上の決算というかそんな感じで流してたといいますか。 

遺族会のほうは、もう特にコロナ禍以降はほとんど活動しておりませんので、函館である故国神

社の例大祭に役員が２、３名行くだけっていうことだったものですから、総会自体もやってなかっ

たような状態でした。すみませんでした。 

○議長（大久保建一君） ちょっと聞きづらかったんですけど、総会自体はやってないってことな

んですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） はい。 

○議長（大久保建一君） ちなみに、これは会費も徴収しないってことですか。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 議長、住民サービス課長。 

○議長（大久保建一君） 住民サービス課長。 

○住民サービス課長（北川正敏君） 遺族会のほうは活動もしてませんでしたので、会費を徴収し

ておりませんで、遺族会自体の大きな事業というのが８月に慰霊祭を行っておりておりましたけれ

ども、コロナ禍以降は、人が集まる機会は無理だよねということで活動としては停止してた状態で。 

収まってきて再開するかしないかというのは、ここ何年か話はしてたんですけれども、高齢化も

進んできておりまして、皆さんなかなか重い腰を上げれなかったということで総会もできなかった

という状況であります。すみませんでした。 

○議長（大久保建一君） 先ほど、副町長から今後の再発防止についてお話があったんですけど、

もちろん事務を預かる側の意識の問題だとか仕組みの問題っていうのもあると思うんですけど、監

査は、そういうことが起きないための監査でもあるだろうし、起きても単年度で終わるはずなんで

すよね。 

だから、監査のやり方っていうか、きちんとした内容を開示して、きちんとした承諾というか、

ちゃんと見てもらって理解していただいた上で、ハンコをもらうということ、その作業があること

によって、また防止対策にもなると思います。そのへんも加味して考えていただきたいと思います。

お願いします。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） ただいま議長のほうからありました、団体のほうの監査のやり方も団体

によってはそれぞれ差があると思いますので、そのへん証拠書類や通帳と帳簿と合うかどうか、そ
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こまで確認してもらったうえで、ハンコを捺してもらうというような、そういったところも徹底さ

せていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 今の質疑聞いてて、総会もしない団体の会計を預かるっていうのは、それ

は負担だと思うんで、そういった活動ができなくなった団体を速やかに洗い出すようなかたちで、

総会資料が提出されない団体の会計は、その年度をもって終わります、みたいな仕組みをつくった

ら仕事の軽減にもなるだろうし、役場だけが管理しているお金みたいになっちゃうわけだから、本

来はその団体のお金なのにね。 

だから、そういうようなこともちょっと付け加えるようなかたちで、そういった関係団体に今後

のあり方っていうのを図ったらどうなんでしょう。 

要するに、活動実績のない団体の会計まで預かる必要はないというかたちにしたほうが負担は減

るんじゃないかなと思って聞いてたんですけど。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 三澤議員おっしゃるようなことは理解ができるんですけれども、長年、

全体的な団体の通帳の管理というのが事務局を役場がやるっていうのがずっと来てますので、その

団体との協議も必要かなと思います。 

まあ、幽霊団体みたいなものっていうのが、年に総会を開いてない団体というのは、コロナのと

きは、書面総会というかたちでもありましたけれども、今はほぼほぼ元に戻っているのかなと思い

ますので、そういったことに幽霊的な団体があるのかどうかも含めて、ちょっと確認させていただ

いた後に、また団体とも話しながら、考えたいと思います。 

○議長（大久保建一君） よろしいですか。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） ほか。なければ、本報告事件については終わります。 

 

【住民サービス課職員退室】 

【新庁舎建設推進室職員入室】 

 

○議長（大久保建一君） 続きまして、役場新庁舎等建設工事の建設建再入札の不調による、今後

の事業投資について説明をお願いいたします。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、新庁舎建設推進室室長。 

○議長（大久保建一君） 推進室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） それでは、よろしくお願いします。 

昨年 10月になりますけれども、新庁舎等建設にかかる建築主体工事の入札不調を受けまして、そ

の不調となった原因の検証結果を踏まえ、12月に再入札に向けた広告を行いましたが、申請期日ま

でに事業からの入札参加申請がなく、２回目の入札不調に終わったところであります。 
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この結果を受けまして、今後の新庁舎等建設事業の基本的な考え方を本日議員各位、そして後日

開催を予定している町民説明会でお示しをし、ご意見等をお伺いしたいと考えています。 

最初に、再入札の不調について建設課長から報告いたします。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） おはようございます。それでは、私のほうから八雲町新庁舎等建設工

事の建築主体工事に関わる再入札の不調について、ご報告させていただきます。 

まず、当初入札での設計価格と業者の見積価格に大きな開きがあるということで、設計単価の精

査を行うとともに、道内市場の実勢価格の調査を行ったところ、本建築物の主要構造部材となる鉄

骨関係の費用において、設計単価と実勢単価の間に大きな開きが確認されたため、道外からの資材

調達の可能性や見積単価の調査を行った結果、資材の調達は可能であり、見積単価も当初の設計単

価よりは幾分高くはなるものの道内での実勢価格よりは相当低い価格となっており、本事業の現行

予算内での対応が可能な設計価格となりまして、令和７年 12 月４日に行った全員協議会での再入

札に向けての報告後、12月 10日に再入札の広告を行い、12月 24日まで入札参加申請を受け付け、

令和８年１月 22 日に再入札を設定しておりましたが、令和７年 12 月 24 日までに入札の参加の申

し込みがなかったため、入札不調、中止という結果になりました。 

この再入札の不調の要因としては、今回の入札に参加する業者がおりませんでしたので、直接的

な聞き取りでの要因はつかめなかったものですが、参考までに、前回入札に参加を予定していた業

者さんからご意見をいただきましたが、八雲町の考えている道外での資材調達での見積単価の採用

に関してですが、業者側としては、その鉄骨工事に関わる工事費がある程度大きいものになるため、

今までの取引実績の有り無しや信用の度合い。 

また、現行の取引先との兼ね合いがあるなどもあるため、要因に道外の見積徴収先の業者を採用

することにはならないのでは、というようなご意見をいただいたわけですが、そういったことから

結果的には、設計金額との違いが要因となっているのではないかというふうに考えております。再

入札の不調に関しての報告としては、以上となります。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 続きまして、今後の事業方針について、担当次長からご

説明をいたします。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、新庁舎建設推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） それでは、私のほうから、今後の事業方針についてご説

明をさせていただきます。事前に配布しております、資料１をご覧願います。 

選択肢１として、今の設計価格を見直し、工事費の予算額を追加する。選択肢２は、現設計を活

用せず、ゼロベースから新たに設計し、庁舎建設事業を進める。最後に、選択肢３は、計画を凍結

し、建設事業を実施しない、の３パターンが考えられます。 

まず、選択肢３であります、建設事業を実施しないについては、総務課、住民生活課、財務課な

どが入っている昭和 36年に建設した現庁舎は、老朽化が著しく、耐震化も図られておらず、耐震改

修もできない建物となっており、津波浸水区域内でもあります。 
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また、金額的な影響として、庁舎建設事業費、財源の主体を占める合併特例債の活用期限が令和

12年度までであり、また、起債償還の７割相当額を地方交付税措置されるメリットのある財源であ

りますので、これを期限内に有効に活用することが、財政負担を抑えるうえでの重要なポイントと

考えております。 

さらに、令和６年度に実施した旧国立病院に解体費と実質設計業務は、借金に当たる記載を借り

ており、その記載額４億 1,530万円の返還が生じるところであります。 

次に、選択肢１の今の設計価格を見直し、工事費の予算額を追加するについては、スケジュール

的な遅れが生じるほか、金額的な影響として、現設計価格に建築主体のみで約９億円相当の金額の

増額が生じること。４月以降の発注により、電気設備、機械設備工事の設計価格の増額が生じるこ

と。庇が建物から突き出す構造になっており、その庇箇所は、20年に一度、外壁の塗装に合わせて

メンテナンスが必要で、その費用は、現在の見込みで 8,400万円まで膨らんでいること。 

さらには、ここには記載されておりませんが、現設計では、高性能建材や高効率設備導入による

国の補助金を活用した総エネルギー建物となっており、事業費が割高になっていることなど、財政

負担が懸念されております。 

次に、選択肢２になりますが、スケジュールが２年半ほど遅れること。金銭的な影響では、これ

まで実施した令和５年度の基本設計業務 4,730 万円、令和５年度６年度の実施設計業務１億 3,420

万円など、これらの業務については、新たに行う必要があること。 

さらには、令和６年度の実質設計業務のうち、7,940 万円は、借金に当たる起債を借りており、

その起債については、返還の必要性が生じることとなります。 

設計見直しのメリットとしては、現設計での高額なメンテナンス費用を含む庁舎維持管理費用を

少しでも安価にするため、建物構造の再検討や高性能建材、高効率設備導入による事業費増加を抑

え、今後のさらなる資材高騰の懸念を含め、より安価な建材や設備を導入した建物へ見直すほか、

工期の短縮により、財政負担の軽減が図られるものと考えております。 

資料の説明につきましては、以上となります。 

○町長（萬谷俊美君） 議長、町長。 

○議長（大久保建一君） 町長。 

○町長（萬谷俊美君） ただいま、ご説明いたしました状況を総合的に判断した結果、選択肢２の

現設計を活用せず、ゼロベースから新たに設計し、調査建設事業を進めることが妥当との判断をさ

せていただいたものであります。 

議員各位におかれましては、これまでご理解とご協力を賜り、時間をかけて事業を進めてまいり

ましたが、ここで一旦立ち止まるという苦渋の選択をさせていただきましたことについて、何とぞ

ご理解等賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、町民説明会においても同様の考え方をご説明申し上げて、ご意見を伺う予定としておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大久保建一君） 説明が終わりました。これについて、質疑ございますか。 

○議員（赤井睦美君） はい。 

○議長（大久保建一君） 赤井議員。 

○議員（赤井睦美君） 恥ずかしいんですけど、私このことにあんまり関心がなくて、専門家の議

員がいっぱいいるので、お任せしておけばいいと思って今までいたんですね。 
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それで、最初の設計で見積もりして私たちに提案されたときに、総務委員のメンバーは、今この

金額だけど、その時もちょうど建設の費用が上がってて、本当に建てるときは 70億近くなるんじゃ

ないかっていう会話をされてたんですね。 

委員会でさえそういうことが出るのに、この設計の見積価格って設計屋さんが考えるわけですよ

ね。それがどうしてそういう、今の高騰とかを委員会でも予想されてたのに、設計屋さんはそうい

うことも予想されずにこの金額出したということは、設計屋さんの設定金額に対する検討不十分と

いうか、そういうのは全然もう無視なんですかね。責任というのは全くないんですかね。 

私も幼稚園とか建てるときに、一応設計屋さんが見積もりを出してもらって、それに入札かけま

すよね。ただ、設計屋さんの金額というのは、別に私たち素人が考えることではなくて、本当に専

門家の方が考えてくれた金額だから、それに対して入札ってあると思うんだけど、今回もその設計

屋さんが設定した金額っていうのは、あまりにも安易だったんじゃないかって。 

そこらへんは町としては、何も文句言うっていう言い方変ですけども、それに対しての何かって

いうのはないんでしょうか。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 今の赤井議員のご質問なんですけれども、まず、設計屋さんがはじい

た概算金額っていうのもやっぱり官公庁の考え方っていうのは、ある程度のルールにのっとったも

のというふうなかたちで精算していくものになります。 

ですから、ルールにのっとった清算の仕方っていうのも、国なり道なりのきちんとした設定され

た単価というものを使ってやるわけですけれども、今の物価上昇等があって、もう数カ月おいても

非常にその金額が高騰していっているというような実態があるものですから、そのへんは設計が終

わってから、実際に工事の入札をかける前にはじき直した段階では、相当な差の開きが出ていると

いうこともあります。 

それで、入札不調の原因としては、今回はある程度、金額的なものというふうに捉えているんで

すけれども、やはり業者さんの都合、人手が足りないだとか技術員の確保ができなかっただとか。

あと、下請けさんの協力が得られなかっただとか、いろんな要因があるものですから、金額的なも

のに関しては、今言ったとおり、数カ月たった時点では、今の物価上昇の社会情勢では、やはり相

当金額的に割ってくことだけじゃないものも上がってきているので、そのへんはやむを得なかった

のかなというふうに思っております。 

実際そのルールにのっとってやりますけれども、今の社会情勢と捉えると、やはり市場の見積も

りというのも今後、適正に捉えながら、ルールにのっとるのはいいんですけれども、やはりそのへ

んも加味した考え方をして、適正な概算費用、事業の実施費用というのを今後は精査していかなけ

ればならないのかなというふうに思っております。 

○議員（赤井睦美君） はい。 

○議長（大久保建一君） 赤井議員。 

○議員（赤井睦美君） 委員会だって想像できたことが、そこら辺はルールが縛られて金額が低く

されたっていうのは、ちょっと納得できないのが一点と。 

もし人が集まらなくて、入札できなかったって言うんであれば、２番でやったって人が集まらな

くて、入札に応募する団体というか企業がいないんじゃないかと思うんですけど、その人手が足り
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ないから応募できなかったのは、２番になったら応募できるんでしょうか。２番はダメだという意

味じゃないですよ。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 今回、金額的なものが大きな影響を捉えていて、他の要因として人手

不足だとかっていうのもあるということで、金額だけではないよっていうことをちょっと言いたか

ったものですから。今回は、人手が足りなかったといっていう理由の一因とはなってないのかなと

思うんですけれども、そのへんも一般の入札のその要因としては出てくるのではないかということ

で、ちょっと申し上げさせていただきました。 

○議員（斎藤 實君） はい。 

○議長（大久保建一君） 斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） 設計屋さんには、道義的な責任っていうのはないんですかね。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 設計屋さんに委託するんですけれども、ある程度の設計を確認精査す

るのは私たちの立場というふうに捉えていますので、今回もきちんとした設計ルールにのっとった

積算をしているということで成果として受け取っているんですけれども、やはり実勢価格が相当数

の高騰しているということで抑えきれなかったっていう面があるのかなというふうに思っています。 

○議員（斎藤 實君） はい。 

○議長（大久保建一君） 斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） だから、先ほども事業費の高騰だとか、昨今の社会情勢を見ると、そうい

う環境にあるわけだから、そういう部分だって設計屋さんだっていろいろ気をつけながらやらなき

ゃないもんではないのかな。発注者側にね。町のほうにこういう状況にあるんですということも、

設計屋さんから来ないんですか。 

だから、設計屋さんの責任っていうのは、やっぱりあるんでないのかな。そのへんの考え方とい

うのは、どうなんですかね。 

○町長（萬谷俊美君） 議長、町長。 

○議長（大久保建一君） 町長。 

○町長（萬谷俊美君） 皆さんからのご指摘っていうのは、十分分かるんです。 

最終的には、設計を委託している業者から完成してきて検査をするのは町になります。先ほど、

建設課長が言ったように。その判断で、やっぱり景気がこういう動向で単価大丈夫なのってそうい

う話をするのも町側の委託している側の責任でございます。そういった観点からすれば、そのへん

の読みが結果として、町側の判断が甘かったというふうに言わざるを得ないというふうに、私は思

っています。 

その当時、まだ私その職にいなかったので何とも言いませんけれども、予算はもう計上されてい

る中で、再度そこで例えば足りないという判断をしたときに、臨時会を開いて上積みをして発注し

ていくという考え方が多分できなかったんだろうなというふうに思っていますので、結果として、

こういう結果を招いておりますけれども、そういうことからすると、今一度皆さんの判断を仰ぎな
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がら決めていくべきだというふうに思っていますので、その時の増加の判断が甘かったのは間違い

ないと、結果としてはね。それは、私は認めなきゃいけないのかなという、町としてですね。 

だから、設計業者の責任ということには、一概にならないだろうというふうに思っていますので、

よろしくお願いたします。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 今町長も申し上げましたが、今後ルールにのっとるのはいいんですけ

れども、ある程度今の社会情勢を考えると、やはり市場の価格、市場の動向というのも注意しなが

ら、積算設計に努めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議員（斎藤 實君） はい。 

○議長（大久保建一君） 斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） それともう一点、これを１から３まで読ませていただきましたけれども、

ゼロベースから始めたいというその考え方は、私もここまで来るとその方向がいいんではないのか

なというふうに思っておりますけれども、基本計画の部分を生かすことはできないんですか。 

○議長（大久保建一君） 基本設計のことですか。 

○議員（斎藤 實君） 基本設計、そうです。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、新庁舎建設推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 庁舎の設計については、基本設計が終わった後に、今回

２年をかけて実施設計をやったわけなんですけども、その中でも、だいぶ各課とのヒアリングを経

て、見直しされた部分とかあるので、各室の必要な機能だったり広さだったりというのは、今の実

施設計で上がった平面図をベースに建物の構造から考えるという時にそれにはめて、どういう配置

がいいのかという、そこからの設計ということになるかと思います。なので、完全にゼロというこ

とはないかなというように考えております。 

○議員（斎藤 實君） はい。 

○議長（大久保建一君） 斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） そしたら、ある程度生かすこともできるっていう考え方でいいですか。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 基本設計の部分をある程度生かすというのが、基本設計というのは、例

えば建物の配置ですとか、面積このぐらい、事務室を大きくこういう配置になりますっていうぐら

いで、実施設計に向けて本当に詳細なものを詰めてきてるんで、もう一度ゼロベースからとなると、

ある程度使える部分があるんじゃないかっておっしゃるんですけども、使える部分もあるかもしれ

ませんけれども、ゼロベースから考えるということは、もう一回基本設計から基本的には考えるっ

ていうのが通常のパターンかなとは考えてございます。 

それで、工期の部分もありますので、例えば前は基本設計、実施設計と分けてやりましたけど、

工期のことを考えると合わせてやるという方法もございますので、そのへんも検討できる部分かな

とは考えております。 

○議員（斎藤 實君） はい。 
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○議長（大久保建一君） 斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） これまでの蓄積されたものがあるわけだから、それを生かしながら基本設

計、実施設計、これ見ると２年半かかってるんだよね。 

だから、それをある程度短縮していくことも必要ではないのかなというふうに思うんですけれど

も、のんびりはやっていられないよ。12年でもって、全部完成しなきゃないわけですから。 

だから、そのへんのところを今後、十二分に検討しながら早め早めにやってほしいなというふう

に、私は要望しておきたいというふうに思います。 

○議長（大久保建一君） 要望なので、答弁したほうがいいですか、斉藤議員。 

○議員（斎藤 實君） 答弁があれば、やはりいいですね。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） ただいま斎藤議員からありましたように、工期の部分、令和 12年度まで

に完成していなきゃないということがネックとなりますので、そのへん進めるにあたっては、設計

期間もなるべく短縮できるように、そこは進めていきたいと思います。 

ただ、今ご提案申し上げている選択肢１からに３の部分で皆様のご意見、それから、町民の意見

を聞いたうえで判断して、仮に２となった場合には、そのように期間短縮に向けて進めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

○議員（倉地清子君） はい。 

○議長（大久保建一君） 倉地議員。 

○議員（倉地清子君） いろいろ説明を３つ聞かせてもらって、私も２がいいのかなというふうに

思ってるんですけれど、今回建築のほうが応札がなかったかたちだけれども、電気設備は決まって

いましたよね。その業者さんたちに対しての違約基金というのは、発生しないのかなというところ

を教えてもらっていいですか。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（大久保建一君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 今の質問なんですけれども、一応今 10月 15日電気設備、機械設備と

仮契約というかたちになってるんですけれども、契約書上、違約金等の発生はないと、12月まで引

っ張ったんですけれども、そのへん謝罪して、今書面でこんなかたちで入札できませんでしたとい

うかたちで、仮契約のほうを解除させていただきますというかたちで、実際に今書面のやり取りし

ています。 

それで、業者の方からもいいよということで内諾を受けておりまして、書面をもって承諾します

というかたちで、今手続きに関しては、完了するというかたちになっております。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○議長（大久保建一君） 牧野議員。 

○議員（牧野 仁君） 今、町長と担当課長の話を聞いて、すごく私、残念に思っています。 

私たち議員も 10 年前からこの新庁舎を建てるにあたって、いろんな構想を練って今日まで来た

んですけれども、この予算の事業費に対しても不安が出てきたので、私は建てるにあたって基本方
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針は、あそこの場所で新しい賑わい拠点として親しまれる持続可能な人、環境、優しい庁舎ができ

るものだって、楽しみにしていた一人なんです。 

なおかつ、防災・環境・歴史等を含めて、将来を担う環境が出来上がると、本当にコンセプトが

出来上がった中で、ここに来て変わるっていうのは、ちょっとどこにぶつけていいのか僕まだわか

らないんですけども。 

先ほど担当課長の話、積算の根拠とか、いろいろお話しされました赤井議員のお話からわかりま

すけれども、これはルールにのるというのはわかるんですけれども、この世の流れを参考にしない

とダメじゃないかと。これだけ世の中が変わってきている。それに乗り遅れていると思うんですよ

ね、考え方が。それに対して、町長は判断がまずかったと言ったんで、まずはそこなんですよ。 

それで今後なんですけれども、これから町民説明会はいろいろあると思うんですけども、やはり

町民の方は、この全体の事業費の不安を口にすると思うんですよ、町民は特に。 

だけども２年前の概算要求では、もう 66.4億って出てるんですよ。これに対して、合併特例債と

か、過疎債とか補助金を使った場合は、約 1/3ぐらいで済むんで、持ち出しはだいたい 24億って書

いてあるんですけども、これと変わらない今までの入札のやり方なんですよね、今回の総工費。 

なんか、今回僕も新年会歩いて、どうも切り口で大上げばっかり言われるんですよね。議員が悪

いんだと。これはナンセンスだよな。 

私たちが今までこれだけ積み上げて、町民説明会、何回もやりましたよね。アンケート調査もし

ましたし。そんな中で、ここで変わるっていうのは、僕は本当に今憤りを感じてるんですよね。わ

かりますよ。財政の問題も含めて。 

だけど、将来、八雲町に誇れる町をつくるということで、私たち会派で話してるんですよ、もう。

それはね、これから八雲が将来担って、本当に方向転換するということは、先行き私若い人たちも

含めてどうなるのかな。まあ、これはちょっと個人的な意見になっちゃいますけれども。切り口で

しゃべるものもありますけれども、全体で話してほしい、総工費。 

例えば、前の町長が３年前に出したときは、60 億から 70 億って言ってます。だけどもこれに近

いですよね。（聞き取り不能）。だから許容範囲だと思うんです、この辺。 

ただ、建築のね、その分８億だか 10億だが負担が増えるという新聞報道になってますけれども、

全体に考えたらそんなに増えないはずです。そして、一般財源が例えば、今 24億であれば、これが

増えたことによって、30億円以内で収まりますよということを明記して説明してほしいです。一般

財源はどのくらい負担かかるのかと。 

そういう詳細した話をしていただかないと、私たちは、皆さんどう思ってるかわからないけれど

も、悪く思われてるんで、それを払拭したいんでそれを願いたいと思います。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 牧野委員の大屋根の部分でこれまで進めていたという部

分で、当時は交付税措置とかそういった部分で大体 24 億ぐらいの一般財源としていたというふう

には説明しております。 

仮に、これをこのまま選択肢１の案でやっていきますと、建築の部分では検定程度ですので、こ

れを反映して、さらに電気設備、機械設備こちらの方はまだ加味はできないんですけれども、そう

するとだいたい一般財源でいうと、26億円程度になるのではないかと。約２億円ぐらい増えるんじ
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ゃないかということで、この２億もかなり大きいですので、さらには先ほど一番最初のほうに説明

いたしました、メンテナンスの関係ですね。メンテナンスの屋根の庇の部分になりますけれども、

こちらは当時 25年程度もつであろう。 

それで、庇の部分だけで３千万円くらいでメンテナンスという部分だったんですけれども、外壁

をどうしても足場を組んでやらなきゃダメだというふうになると、最長で 20 年くらいになるだろ

う。 

さらには、その庇を補修するのに、足場を二重、三重にやらなきゃならないそうなんです。それ

で、物価が上がってる部分もあるんですけれども、だいたい 20 年で 8,400 万くらい跳ね上がって

るという。そういった財源負担の部分が大きく出ている部分と、先ほど申し上げた設備関係ですと

か、建物は全部の補助金を狙っていってますので、どうしても建物自体の単価というのは割高にな

っています。それをニアリーゼブといって、段階を少し下げるとその坪単価も今の単価に置き換え

ますと下がるという部分も含めて、相対的に考えたときに財政負担が選択肢が２いいだろうという

ことで判断したところであります。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○議長（大久保建一君） 牧野議員。 

○議員（牧野 仁君） 確かに懸念される事項に書いてありますとおりメンテナンス。これは、一

般論からいうと、20年も経てば補修はしますよね、どこの家も。ペンキ塗ったり。そういう予算は

必ずあると思うんですよ。それは、事前に 20年後に積み立てておくとか、そういう考えもあるかな

と。まあ、修繕費積立金とか（聞き取り不能）。将来を考えれば。 

ただ、今回この２番になっちゃうと一番懸念しているのは２年半工事が遅れるんですよ。これっ

て間に合うのかな。合併特例債を最大使っていただくには、工期の短縮で間に合うのかどうか、ち

ょっと心配な部分ではあるんです。これはどうなんでしょうか。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） これまで基本設計と実施設計を分けてやってきましたけ

れども、そのへんを例えばですよ。基本設計と実施設計を一緒にやって、工期を短縮するとかそう

いった部分でいきますと、工事に２年半かかったとしても 12 年度の完成についてはギリギリ間に

合うだろうというふうに考えております。 

ですので、今日お示しして、また町民説明会でもお示しして方向性が定まったら、すぐ着手して

いくというようなことで考えております。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○議長（大久保建一君） 牧野議員。 

○議員（牧野 仁君） 遅れれば遅れるほど、今世の中は物価高。さっき言いました、人手不足は

避けて通れないですよ。またさらに、３割４割上がるんですよ。完成までに。多分この金額で収ま

りませんよ。注意しておきますけど。 

私、民間の考えで世の中ってそうなんですよ。金利も上がって、全て上がるんですよ、世界を見

まわしても。そういう中で、１年でも２年でも送れるということは、負担が増えるのが目に見えて

るんです。これも考慮して考えないとダメですよ。 
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今の話に皆さん聞いてるとそこまで考えてないもの。僕に言わせると。もっともっと経済のほう

をちょっと見ていただいて。これはね、大変ですよ。それを延ばしてコンパクトになって、それで

収まるなんて、そんな悠長なことはできないと思っています。まあ、個人の意見になりますけど。

自分の認識からはそう感じます。増えた場合、どうするんですか。 

○議長（大久保建一君） 答弁したほうがいいですか。 

○議員（牧野 仁君） はい。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 当然２年、３年遅れると物価が上がっていく、資材も上

がっていくということは当然だと思います。そこも、私たちもちょっと読めない部分もありますけ

れども、仮に例えば、新たにその選択肢２で仮に進めるとなったときには、今太陽光パネルですと

か、ゼブの補助金を活用した建物の設備を使ってますので、そこの部分で単純に４億５千万くらい

割り高になっています。 

それを先ほど申し上げたニアリーゼブに下げると、その部分の設備がまず使わなくなるよという

部分もありますので、それでプラスマイナスはどのぐらいになっていくのか。坪単価がニアリーゼ

ブを用いる建物にして、坪単価がどのぐらいになるのか、２年後、３年後、読めない部分も確かに

ございます。 

ただ、先ほど申し上げた維持管理費ですとか、相対的に 20年になるのか、そのときに１億円にな

るのか、その辺の費用をかけて、また維持管理していくのか。それとももっとお金のかからない 50

年、60年も使っていく建物ですので、そのへんも含めて考えております。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 小さいことから聞くよ。今の議論の中で、メンテナンス料の話が出てきた

んですけど、足場をいろいろ組むって話だけど、確か見直ししてさ、屋根低く小さくして、建物自

体の足場が使えるってことで、メンテナンスがしやすい設計になったっていうのが一番新しい設計

じゃなかったかな。 

だから、メンテナンス料の足場の部分は、そんな想定するようなかかり方にならないんじゃない

かなって思ってるんだけど、違ったっけ。 

あのシャンプーハットに触ったっていう時に、そういう議論。そういうメンテナンスに、これで

足場の部分ではかからなくなったし、高架車を使った作業もできるようになりますからっていう説

明を受けた記憶があるんだけど、違うかい。したよな。 

②にしたい気持ちは分かるけど、そのために現設計を否定する勢いが強くなりすぎてるんじゃな

いかな。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 当初は、大屋根が高い部分だったんですけれども、その

ときの足場は特殊な足場になるそうなんです。それを屋根を下げたところに若干その高さが低くな

りますので、そうなると一般の足場でもいいような、そういう感じになるということで。 
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ただ、今物価上昇等で当初見ていた、あくまでも一番最初の３千万というのは、庇の部分のメン

テナンスだけだったんですけれども、外壁をやるとなると、外壁のときも足場を組まなきゃだめだ

と。そうすると、それを一緒にやったほうがいいのではないかということで、その費用がだいたい

足場と外壁を含めて、今 8,500万円までできるようになっているというふうには業者さんのほうか

ら伺っております。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 牧野さんが言葉にしてくれたように、僕らも相当数時間かけて議論して、

今の現設計の留意点なんかも本当に時間かけて、僕らもいろんなことを指摘して、それで変わって

いったことがあるんでね。 

なので、これから町民説明会するときに、あまりにも現設計を否定する話を勢いがつくと、本当

に牧野さん言ったようにね、お前ら何やってたのよっていうことを言われるので、小さいことから

入ったんだけど。 

牧野さん危惧するもう１つの②でいった時にね、ゼロベースって話。時間がギリギリじゃないか

っていう。それであれば、②のゼロベースということは、設計屋さんを変えるっていうことでしょ。

そう思ってこの資料を読んでたんだけど。 

今この現設計した人たちに、ちょっとこの金額で収まりそうもないんで、改めてもっとシンプル

なやり方にできませんかっていうかたちにしたら、もっともっと②よりも①と②の中間っていうか

さ。見直すにしても、メンテナンスにかかる大屋根を隈さんの売りなのかもしれないけど、もっと

違う売りにしてもらって。 

そうすると、時間も短縮できるし、これまで実施設計とかで上げてきたいろんな具体的な部屋割

りだとか、そういったことも設計屋さんを共有しているわけだから、なのでゼロベースで設計屋さ

んも変えるっていうんではなくて、お金のかからない見直しを今の設計屋さんにやらせるってこと

は無理なんですか。もう素人の発想かもしれませんけど、それが一番短い方法なのかなって。予算

内に収めるうえでと思ってるんですけど。だから、３つだけじゃないんじゃないかって、選択肢。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 議長、室長。 

○議長（大久保建一君） 室長。 

○新庁舎建設推進室室長（川崎芳則君） 今の選択肢１ですね。この部分の設計を活用しながら、

少し変えていくというお話だと思うんですけれども、仮に庇の部分を外すとかというふうになると、

構造計算の問題ですとか、あと庇がある建物で設計していますので、単純にもし庇の部分を外して

しまえば、外した部分で 50 年、60 年これから使っていく中で、果たしてこの外観がどうなるかと

いう部分も多分出てくるとは思います。 

それで、庇を外した部分で設計を変更したときに、どのぐらい落ちるのかという金額までは、業

者さんのほうからも出してはいただいていないんですけれど、それを設計変更するとなると、期間

がまたある程度半年なりかかるっていうふうには推測しています。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） それでも純粋なままに新たに設計屋さんを選んでいる云々、基本設計と実

施設計を一緒にやるっていう副町長の話も入れて、その時間よりも短いんじゃないの。 
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ここで金額的な影響でさ、１億９千云々かかったものが無駄になるよとかって単純に金額だけじ

ゃなくて、そこに関わった職員の労力なんかも無駄になっちゃうんだから、今取り組んでもらって

た設計屋さんに再度お話したうえでのお金のかからない庁舎っていうほうが僕は現実的なように思

うんですよね。 

一から設計屋さんに頼むっていう。新しく基本設計、実施設計含めた見直しというよりも、時間

もお金も無駄にならないというふうに思うんですけど、それはできないの。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 多分、今の二本柳設計ですね、頼んでいるところが。それで、隈研吾の

事務所がついてやってますけども。前にも以前、全協だったかな。屋根を外したらどうなるんだと

いうようなことで、ちょっと一回みてもらったこともあるんですけども。 

デザイン的に非常にいびつな庁舎になってしまうということもありますし、おそらく隈研吾事務

所のデザイン性からいったときに、屋根を外して、例えば、設計し直すといったことが、これは事

前には話はしてませんけれども、おそらくそこは嫌うのかなという懸念はあります。 

それで、平面計画ですとか、そういったものだけ使っての設計であれば、簡単じゃないかなとい

うふうに思うんですけども、今回の庁舎は、やっぱりデザイン性がある意味おもてに立っている庁

舎なんで、そこがやっぱり業者としては譲れない部分もあるのかなというのが推測されます。 

ですので、本当に屋根を外すんであれば、一からやり直すやり方でないと、庁舎としてのあり方

といいますか。そういったものもやっぱり問われるのかなと思いますので、そういう考えで今至っ

ておりますね。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 今言葉が出てきた、庁舎としてのあり方っていう。僕たちも最初デザイン

を見た時にあまりの驚きました。 

でも、日本のいろんなところで国立競技場だとか設計した隈研吾の設計した庁舎が建つ ってい

うことで、今現在、町民にはすごい不評ですけれども、一方、町の外に出ると、八雲町はすごい選

択をしたねっていう声は、設計に興味のある人以外の人でも、相当この庁舎の建つ影響っていうの

は大きいんだなということは感じるんですよね。 

それは、前町長の岩村さんが思い描いた、八雲のひとつイメージアップ。そして、象徴としての

庁舎っていう建て方だったんで。町長も変わったわけですし、今回ゼロベースって言うんであれば、

思い切ってね。岩村さんらしいひとつカラーとして出たのは、せっかく建てるんだからよって、役

場の機能を全部ひとつにまとめようや、っていう話があった中で福祉シルバープラザ。 

意図があって、当時の町長はあそこに福祉村ってかたちで福祉が引っ越してきたんだけど、まだ

まだ使える建物を使えるんだけど、福祉課を引っ越しさせるということが今回の新庁舎でしょ。ゼ

ロベースで考えるのであれば、建物はまだまだ福祉の機能として使いやすく設計をしたものがある

んだから、福祉課はあそこに残しておいて、役場と公民館機能とか、もう一度あの庁舎の建て方の

議論、そこまで戻ってゼロベースで考えると建物自体も小さくはなるだろうし、予算をかけずに。 
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そして、工期の部分ではもう一回設計になるんで、どこまで短縮できるかは先ほど副町長が言っ

たように、基本設計と実施設計が一緒になるとかっていう、そういう工夫もしなきゃいけないんで

すけど。 

ゼロベースで考えるんだったら、３つの機能をひとつにするっていうものを使えるものは使って

いきましょうっていう、そういった節約っていうか、合理的な考え方を改めて入れた上でのゼロベ

ースっていうなら理解できるけど。そこは考えていましたか。 

○町長（萬谷俊美君） 議長、町長。 

○議長（大久保建一君） 町長。 

○町長（萬谷俊美君） 今の三澤委員のおっしゃる同じゼロベースからやるんであれば、複合的な

施設っていう考え方をいったんもう一回立ち止まって、原点に立ち返って庁舎だけにするという考

え方と今の公民館と保健福祉課の。 

○議員（三澤公雄君） 庁舎と公民館だよ。福祉だけ外すっていう。公民館もだって耐震とか、い

ろんな耐用年数。でも、シルバーに関しては、まだまだ使える建物をわざわざ空き家にしちゃうっ

ていう考え方で。 

○町長（萬谷俊美君） いや、空き家にするという考えではなかったです。 

○議員（三澤公雄君） 別な用途で使うっていうことだけどさ。 

○町長（萬谷俊美君） 社会福祉協議会も中に入ってますし、デイサービスの機能もあります。あ

と、ホールがありますので、町民センターの代替みたいなかたちで使っているのがシルバープラザ

なので、要は合理的で経費をかけないでということを考えれば、公民館を複合的に庁舎の中に入れ

るんじゃなくて、養護学校がまだ建物としてあります。 

なので、例えば、養護学校の中に公民館機能と教育委員会が入っていただくということも事業費

を抑える意味では、選択肢としてはゼロではないというふうには思いますけれども、公民館自体が

浸水エリアなので、必ず移転しなきゃいけないという考え方はあるのかなというふうには思ってい

るので、ゼロベースで考えるときにいったん立ち止まって発注するときは、そのへんも絡めて町内

の議論を再度して、短期でやるように努めていきたいというふうには思っております。 

○議員（三澤公雄君） もう一点。ちょっと違う視点から。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 今回の再入札もいろいろなことを考えた上でベストを尽くしたと思うけど

も、こういった予想もしなかったことが起こったんですよね。今回、選択肢２でいくと、時間は詰

めるっていうお話は今まで何回もありましたけれども、かなりギリギリになるんですよね。 

でも、②を選択して進んでたときに、またしてもこう最後の業者を決める段階でいろいろ業者さ

んの都合でこういった不調なんてことになっちゃったら、もう後ろないよね。 

合併特例債を全く使わずに放り投げちゃうことになるんで、そういったことを重々考えて、短縮

短縮ってやっていかなきゃいけないっていうことなのかなって。今、設計屋さんの責任じゃなくて、

役場の判断ですっていうことがあるのであれば、今回の経験も相当数生かさなきゃいけないと思う

んですけど、そういった想定外のことのスケジュールも、②の中では考えられているんでしょうか。 

○町長（萬谷俊美君） 議長、町長。 

○議長（大久保建一君） 町長。 
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○町長（萬谷俊美君） 当然、三澤議員のおっしゃるとおり、また不調という価格の差でならない

ように、実際再設計したときに、前回の経験を踏まえて、その時の単価の見方というものは、町側

の責任で決定できるわけですから、それを加味してやっていかなきゃいけないというふうに思って

いますので、そこは不調にならないような努力は当然させていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長（大久保建一君） よろしいですか。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

○議員（関口正博君） はい。 

○議長（大久保建一君） 関口議員。 

○議員（関口正博君） ほとんどの議員の皆様から意見が出たんで、僕のほうからもこまいところ

なんですけど、ゼブに対する考え方を教えていただきたいんですよ。 

先ほど、要はニアリーゼブの考え方で新庁舎というのは動いてきた。これは、総エネっていって、

太陽光をやったりとかするものっていうものを設備したうえで、当然いろいろな機密だとか、いろ

んなものを要は、高い窓だとかをつけることを組み合わせることによって、このニアリーゼブとい

うものを達成しなければならなかったというものを新しい設計では、その考え方を捨てて、ゼブ、

要は総エネという部分をなくするということですかね。それを確認したいんですけど。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） ゼブに関しては、建物の断熱性能だったり、そういった

ことで使うエネルギーをまず半分削減すると、あと太陽光とかで電気を作って 25％以上発電して、

実際に建物で使用するエネルギーは 25％まで下げるという目的があって計画しています。 

ゼブの基準、まず太陽光を外した場合に、建物 50％ですね。エネルギー削減というのをゼブレデ

ィというんですけども、それよりもその下のランクというのもまたありまして、そういった断熱性

を全部下げてしまうと暖房費がまたかかるとかそういう部分もありますので、そういったところも

ちょっとずつ将来的な維持管理コストと見比べながら、どういったものを選択するかというところ

をもう一回考えていけるのかなというふうに考えています。 

だから、ちょっとそこらへんは専門的な話になってくるので、私たちもどのぐらい下がるという

のははっきりは言えないんですけれども、そういった再計画を考えています。 

○議員（関口正博君） はい。 

○議長（大久保建一君） 関口議員。 

○議員（関口正博君） コストという部分、サイクルコストというものは十分に考慮されるべきで

は。 

一方で、防災機能ということを考えたときには、要は電力がなくなったときも、そういう部分も

含めて、太陽光を加えるだとか、発電機っていう考え方。 

ただし、八雲町はゼロカーボンシティ宣言しておりますよね。このゼブを少し弱くしてしまうこ

とによって、そこら辺の整合性というのは取れなくなる可能性というのは、僕は安易にね、このゼ

ブの部分をなくすれば、当然３億、４億安くできますよという考え方があるかもしれませんけれど
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も、これまでの八雲町の政策によって、それらのことが反映された庁舎であるということは、他の

部分も方針転換していかなきゃならないのかな。 

それで、ゼブに関しては、当然これからいろいろまた決定が先送りにされる可能性がありますけ

れども、一応 2030 年までにある程度そういうものを達成しなければならないという目標は立てら

れてますよね。 

八雲町は、いろんな方面からふるさと応援寄付金もいただいているという対外的な信用というも

のもある中で、このゼブだとか総エネだとかっていう部分を今まで以上に減らして考えてしまうこ

とというのは、僕はむしろこれから先の八雲町のあり方、立場っていうことを考えたときには、落

とすべきじゃないんじゃないかな、危険じゃないかなって思うんだけど。 

安易にコスト、コストということを追い求めたがゆえに、せっかくこういう時期に立てる庁舎が

そのような再生可能エネルギー、要はゼロカーボンシティに向けた取り組みの中では、マイナスに

なっていく可能性ってあるんじゃないのかなと思うけど、そのへんの考え方ってどうでしょう。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 当初、ニアリーゼブということで、総エネの部分も含めてやってまいり

ました。そして、うちの町もゼロカーボンシティが宣言しているからということで、ニアゼブを追

求したわけですね。それで、もともとそのニアゼブを追求したというのは、そういうゼロカーボン

シティの部分もございますけれども、やはり補助金がメインですよね。考え方としては。 

当初５億ぐらい補助金をもらえるということだったんですけども、それが年々下げられまして、

今でも３億円ぐらいのゼブの補助金となっております。 

関口議員おっしゃるように、ゼロカーボンシティを宣言してる町にあって、これをニアゼブから

ゼブレディに落とした場合、町のイメージだとかそういったものをどうなのかなという議論もある

んですけども、庁舎というのは１つ、その町のシンボル的なものでございますが、他の施設に関し

ては、そういった部分も特段取り組んできていない状況にございますので、どうしてもやっぱり背

に腹を変えられないというのが正直なところであると思います。 

ですので、今回もし２番目にいった場合には、ゼブレディのほうに段階は落とさせていただいて、

やらせてもらいたいなという考えではおりました。 

○議員（関口正博君） はい。 

○議長（大久保建一君） 関口議員。 

○議員（関口正博君） わかりました。ごめんなさい。これもこまいことになるんだけど、庇の有

る無しがゼブに影響するっていうのがあるんでしょうか。そこをちょっと教えてもらいたい。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 庇によって、日射の制御がされていた部分が若干それで

なくなるということで、別な方法で断熱を上げるなり、日差しが入らないような仕組みを考えなき

ゃいけないというのは設計屋さんから言われております。 

○議員（関口正博君） はい。 

○議長（大久保建一君） 関口議員。 

○議員（関口正博君） あと、質問を変えます。 
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先ほどの副町長のほうから、二本柳さんのほうにはまだ設計変更をするということは、あくまで

もゼロベースという町長決断がある中で、まだそこは言ってないということでありましたけれども、

僕も今までの議員さんが言ったように、これまでの話し合いしてきた時間というものは、これは別

にいいにしても、いろいろ議会の特別委員会等を組みながら、ここで働く職員たちが働きやすいも

のにしていきましょうよっていうことを提案しながら、当時、総務課長、吉田次長も含めて、ずい

ぶんと一生懸命きっと職員からもいろいろ話を聞きながらね、我慢してもらうところは我慢しても

らってというかたちで今の中身というのは出来上がったと思うんですよね。議会ももちろんそうで

すけれども。 

僕はそれが無駄になるのが非常に残念だなって。町民の皆様は僕もそうですけど言われるのは、

あんなやる必要ないだろうというのはもちろん、これが大方の意見ですよ。 

それで、そんなにお金が余計にかかるなら屋根外せばいいだろう。これも、当然といえば当然の

意見だと僕も思うんですよね。ただし、町民の皆さんは好き勝手言います。町内に対して、責任も

ありません。これから町民説明会をやったって、好きなことを言うでしょう。 

でも、いろいろな議論の積み重ねがあって、将来を見越して今のこの設計というものはあるわけ

ですよ。もちろん、現設計があって屋根は付いていましたけれども。ただ、この大屋根にしたって、

僕ら議会は最初大屋根案、中道案とか、中の間案だとか３案くらい見せられて、隈研吾さんが入る

以前の問題ですけどね。それで、大屋根を選んだ。 

これは、将来いろんな施設が老朽化して壊さなきゃならない中で集約した施設にこの庁舎をして

いきましょう。それで、いろんなイベントがまたこの大屋根を使ってできるんじゃないかどうか、

僕ら議会も視察行ったりしてね。 

ましてや、こまく言いますけれども八雲神社の例大祭なんかは、今はぴあの駐車場を使ったりし

てますけれども、もしかしたらそんなことがこの大屋根でできるんじゃないだろうか。将来、木彫

り熊の記念館ができたら、そういうイベントだってここでできるんじゃないかとか。 

決して、大屋根を飾りではなくて、これからの八雲町のいろんなシンボル的なものがあって、こ

のようなものを選んでいったんだよってことを僕は言うんだけど。それは、町民の皆さんにそうい

うことだと言ってもなかなか理解されない。ましてや、お金いっぱいかかるからね。 

じゃあ、僕は子育て支援センターに関わるところの屋根なんていうのは逆に必要ないだろうと。

象徴的な公民館側の大屋根というのは残しつつも、正面玄関の庇であるだとか、子育て支援センタ

ーに関わるところの庇であるだとかっていうのは、断熱性能がいろいろ変わるということは先ほど

説明でわかりましたけど。その部分を排除してでも、そういう説明をしていきながら、現設計を使

うことができるんじゃないのかな。それを正直に、二本柳さんのほうに申し上げて、設計変更をか

けるのが一番コスト的にも時間的にもいいんじゃないのかなというふうに、僕は思うんです。 

ただ、そこは最後町長決断ですので、先ほどから牧野さん等も申し上げているとおり、これを２

年延ばすということは、今度工期のいろいろなリスクであるとか、再入札のリスクであるとか、い

ろんなものが今度積み重なってきますよ。本当にプレッシャーかかると思いますよ。 

そんな、いろいろな仕事をしていかなきゃならない中で、そういうリスクを取るべきかの判断と

いうのは、僕はどうなのかなというふうには思ってるんですけど、副町長にお伺いしますけど、今

までいろんな話し合いをまとめてきたと思いますけど、どうでしょうかね。 



 

23 

 

大屋根案が完全に消え去るのは、僕はちょっとワクワクした一人として、町民の一人として、ち

ょっと残念だなと思うんですけど、どうでしょうか。 

○副町長（竹内友身君） 議長、副町長。 

○議長（大久保建一君） 副町長。 

○副町長（竹内友身君） 当時やっぱり特別委員会を作っていただいて、議論した中で、当初は賛

成反対の意見もありましたけれども、最終的には大屋根活用ということで、その下で何かイベント

なりできるんじゃないかというお話はあってまとまってきたわけですけども。その経過、職員との

私たちがお話しして、庁舎の内部をこうしたらいいんじゃないかという時間も使ってきました。 

それで、そういった思いはあります。正直ありますけれども、今現設計を生かしてやったらどう

だというご意見ですけど、そのへんは今の設計会社に話をすることは、打診してみることができま

すが、おそらく先ほども申しましたようなデザイン性だとか、そういったものがある意味、業者に

してみれば否定されるようなかたちになりますので、そのへんどういった反応がみられるかという

のはわかりませんけれども、そのへん一度お話はさせていただきたいと思います。 

正直、私もただ屋根だけ外せばいいってなったときにすごいいびつなかたちの庁舎になるという

のが目に見えてまして、屋根を外すことによって、今は屋根の（聞き取り不能）で比重をとってや

っているような庁舎ですけれども、それでまた部材が変わるとか、鉄骨量では変わるとかっていう、

新たな問題も出てまいりますし、屋根を外すことによって、代わりにどうしていくんだっていうよ

うな（聞き取り不能）そういった部分も費用がかかっていく部分もあると思います。 

そのへん比較した場合に、①案、②案どっちがいいのかといった場合に、最後の決断としては、

今設計費をかけましたけれども、もう一回シンプルな庁舎というのを追求したいなということで、

町長のほうも判断してきました。それで今日はご説明というふうになりました。 

ただ、今関口議員おっしゃられた、三澤議員からもいただきました、設計に関してのご意見とい

うのは、設計していただいた会社にお話はさせていただくことはできるので、そこはやらせていた

だきたいと思います。 

○議員（関口正博君） ちょっと、もう一点だけ。 

○議長（大久保建一君） 関口議員。 

○議員（関口正博君） すみません、もう時間も。まだ喋りたい議員いるかもしれませんけれども。 

設計予定価格の考え方ですよね。前回も申し上げさせていただきましたけど、これは八雲だけの

問題じゃなくて全国的に不調に終わっている、２割から３割金額が足りない。先ほど、建設課長は

やむを得なかったっていう答えがありましたけれども、公共事業に対する民間事業者の考え方その

ものが変わってきているという意識は絶対にもたなきゃならないですよ。 

決してね、先ほど牧野さんも言ってもらったので詳しく申し訳ないけれども、今までの公共事業

の意識では、役場側の受注者そのものが集まらない可能性というのがどんどん顕著になるかもしれ

ないですよ。この２年待つことによってね。そこらへんはちょっと覚悟して、いろんなことをしな

きゃならない。その間にいろんな単価の精査等も当然仕事をする体制も含めてやらなきゃならない。 

余計に僕は建設課が本当に大変になるのかなっていう気はしますけれども、しっかりそのへんの

感覚を持って臨んでいただきたいな。ゼロベースになった場合には、というふうに思いますので。

ゼロベースは簡単なようで僕はすごく大変だろうなというふうに、一方で思っております。以上で

す。 
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○議長（大久保建一君） お答えをしてもらったほうがいいですか。 

○議員（関口正博君） いや、いいです。 

○議長（大久保建一君） ほか。 

○議員（三澤公雄君） 最後。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 僕も現設計、先ほども言ったように未練は残っているんですけども、ソー

ラーパネルに関して、役場庁舎って 40 年、50 年建ち続けることを考えればね。初期の段階で、エ

ネルギーが自給できるソーラーパネルを設置しないっていうのは、僕は今の時代を考えるときに判

断ミスじゃないかなと思うんですよね。 

一番大きな避難場所になるっていう立地条件もありますし、エネルギーを作っていくということ

は、今できるのにそれを選択しないっていうのは僕は間違いだと思うんですけど。確かに初期投資

はかかりますけど、しっかりと稼いでいく。電気代を自給できるということを考えたときに、僕は

ソーラーを全くゼロにしてしまうというのは、今公共施設を建てるうえでは、僕は間違いじゃない

かなって思うんですけど。結論はもうちょっと検討してもらいたいなと、そこは思います。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 今の計画で言いますと、太陽光発電で 237kWという発電

容量があるんですけれども、ここら辺の自治体ではなかなかない規模の発電にはなるんですよね。 

使う用途としては、1/4 が停電した時に避難所として使う１、２階の公民館側のコンセントの一

部と照明の一部が使えるというような仕組みになっております。 

あと、外部の EV自動車の充電設備、そういったところに供給をして、車から庁舎に戻すっていう

ような仕組みも同時に考えておりました。その 237kWの発電が平常時にどれだけ庁舎に還元できる

かという部分でいくと、土日とかの使用で捨てる部分というのはやっぱりちょっと懸念されるとい

うことが計画の段階であったんですけれども、それでも補助を受けて設備を整えたほうがいざとい

うときにということで、今の計画が進んできているところです。 

将来的な費用対効果というか、設備投資してどれだけ還元されるんだと考えた時には、なかなか

今の規模で元をとるというか、メリットがあるかというと、なかなかそれが難しいところもあるの

かなというふうに考えています。 

補助にこだわらなければ、今の規模じゃない屋根の上に設置する程度の太陽光パネルを置くとい

うような計画もできたんですよね。そういったところもあるため、選択肢として出てくるかなとい

うふうには思っています。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 僕の部分で勘違いがあるのかな。現設計では、パネルを庁舎の上に置くだ

とか、そういうことがなかなかしづらい設計だったっていうふうな理解をして外部に置いたりとい

うことだったと思うんだけど。 

だから、それプラスアルファ、シンプルな建物にするなら屋根も含めて壁面にも日本で開発した、

曲げられるパネルだとかそういうものをもっともっと使える環境になるんじゃないか。それであれ

ば、もっとメリットがあるんじゃないかなと。その補助金が少なくなっても、という思いで。 



 

25 

 

ゼロベースだからこそ、ソーラーパネルを置けるようになるんじゃないかなと思うので、ソーラ

ーを置かないっていう選択はおかしいんじゃないかなと思って発言したんですけど。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 議長、推進室次長。 

○議長（大久保建一君） 推進室次長。 

○新庁舎建設推進室次長（吉田正樹君） 三澤議員のおっしゃるとおりだと思います。 

今は、補助を受ける要件を満たすためだけにその容量を確保しなければいけないというところで、、

屋上ではなく別な土地を用意してという計画に進んでいるんですけれども。そこを見直す上で、今

後、ペロブスカイト太陽電池というのが今まだ実証実験段階で今の役場には取り込めないというよ

うな事前確認をしていたところなんですけれども、これが２年後で実用化された後であれば、十分

導入の可能性があるかなというふうに考えています。 

○議員（三澤公雄君） はい。 

○議長（大久保建一君） 三澤議員。 

○議員（三澤公雄君） 可能性を考えてくれるなら、今現時点では、そういったディスカッション

ができたと（聞き取り不能）します。 

○議長（大久保建一君） ほか。だいたい出尽くしましたね。 

それでは、この件につきましては、全協一回だけの話し合いだけで結論を出せるとは思っていま

せんでしたので、これから、今週は町民説明会が２回行われるということで。 

ただ、それはあくまでも町民報告会であって、町民が議決するわけでもありませんので、その議

決の責任を持たなきゃならない、民意の決定を担わなきゃならないのは議会だと思いますので、皆

さん、次の全協まで会派でよく話し合いをして、これをどういうふうに進めるのが最良かというこ

とを考えていただきたいと思います。 

我々、庁舎にしても、借金しても未来に残さなきゃならないものだということを十分考えたうえ

で、その決断を下すのはあくまでも町民の代表である議会だという認識のもとに、その責務を担わ

なきゃならないと思ってますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、この件については終了いたします。 

 

【新庁舎建設推進室職員退室】 

 

○議長（大久保建一君） その他、持ち合わせの方いらっしゃいませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（大久保建一君） なければ、以上、第１回全員協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

〔閉会 午前 １１時５６分〕 


